
★

広
島
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
四
号
）
（
審
査
指
導
課
） 

一

改
正
の
要
旨 

 
地
方
自
治
法
等
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
指
定
納
付
受
託
者
制
度
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
関
係

規
定
を
整
備
す
る
な
ど
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

二

施
行
期
日 

令
和
四
年
四
月
一
日



★

広
島
県
庁
用
自
動
車
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
五
号
）
（
総
務
課
） 

一

改
正
の
要
旨 

 
公
用
車
管
理
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
伴
い
、
運
転
日
誌
に
係
る
事
務
の
取
扱
い
を
見
直
す
た
め
、
必
要

な
改
正
を
行
っ
た
。 

二

施
行
期
日 

令
和
四
年
四
月
一
日



★ 

広
島
県
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
選
定
委
員
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
六
号
）
（
行

政
経
営
管
理
課
） 

一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
よ
り
県
有
資
産
を
活
用
し
た
施
策
を
実
施
す
る
運
営
事
業
者
の
選
定

を
行
う
た
め
の
委
員
会
を
新
た
に
設
置
す
る
な
ど
の
た
め
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
四
年
四
月
一
日 



★ 

職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
七
号
）
（
行
政
経
営
管
理
課

） 
一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

行
政
組
織
の
再
編
整
備
等
に
伴
い
、
職
員
の
職
に
関
す
る
定
め
に
つ
い
て
、
必
要
な
整
理
を
行
っ
た
。 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
四
年
四
月
一
日 



★ 

広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
八
号
）
（
行

政
経
営
管
理
課
） 

 

一 
改
正
の
要
旨 

 

 

大
気
汚
染
防
止
法
の
一
部
改
正
な
ど
、
関
係
法
令
の
改
正
等
に
伴
い
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

二 

施
行
期
日 

 
 

令
和
四
年
四
月
一
日 

 



★

広
島
県
公
有
財
産
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
九
号
）
（
財
産
管
理
課
） 

一

改
正
の
要
旨 

 
 

事
務
の
効
率
化
を
図
る
た
め
、
公
有
財
産
の
所
属
換
え
等
に
お
け
る
調
書
の
作
成
を
不
要
と
す
る
な

ど
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

二

施
行
期
日 

令
和
四
年
四
月
一
日



★ 

広
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
号
）

（
経
営
企
画
チ
ー
ム
） 

 
一 
改
正
の
要
旨 

 

 
安
心
▽
誇
り
▽
挑
戦 

ひ
ろ
し
ま
ビ
ジ
ョ
ン
の
目
指
す
姿
の
実
現
に
向
け
、
組
織
の
施
策
推
進
力
・

実
行
力
の
強
化
を
図
る
た
め
の
組
織
体
制
の
整
備
等
を
行
い
、
こ
れ
に
伴
う
分
掌
事
務
の
変
更
及
び
追

加
な
ど
の
た
め
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

二 

施
行
期
日 

 
 

令
和
四
年
四
月
一
日 

 



★ 

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
一
号
）
（
市
町
行
財
政
課
） 

 
一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
引
用
条
項
を
整
理
す
る
な
ど
、
必
要
な
改
正
を

行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
四
年
四
月
一
日 

 



★

広
島
県
立
職
業
能
力
開
発
校
規
則
及
び
広
島
県
立
技
術
短
期
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（

規
則
第
二
十
二
号
）
（
職
業
能
力
開
発
課
） 

一

改
正
の
要
旨 

民
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
成
年
と
な
る
年
齢
が
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、
保
証
人

に
係
る
規
定
を
削
除
す
る
な
ど
、
次
の
規
則
に
つ
い
て
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

１

広
島
県
立
職
業
能
力
開
発
校
規
則 

２ 

広
島
県
立
技
術
短
期
大
学
校
規
則 

二

施
行
期
日 

令
和
四
年
四
月
一
日



★

広
島
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
三
号
）
（
職
業
能
力
開

発
課
） 

一

改
正
の
要
旨 

１

入
校
願
書
に
添
付
す
る
写
真
の
撮
影
時
期
を
変
更
す
る
た
め
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

２ 

Ｏ
Ａ
事
務
科
の
訓
練
科
名
を
変
更
す
る
た
め
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

二

施
行
期
日 

１

一
１
の
改
正 
令
和
四
年
四
月
一
日 

２

１
以
外
の
改
正 

令
和
五
年
四
月
一
日



★

広
島
県
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
細
則
（
規
則
第
二
十
四
号
）
（
河
川
課
） 

一

制
定
の
理
由 

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
た
。 

二

施
行
期
日 

令
和
四
年
四
月
一
日



★ 

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二

十
五
号
）
（
建
築
課
） 

 

一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
申
請
書
の
添
付
書
類
を

追
加
す
る
な
ど
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
四
年
四
月
一
日 
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